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可化移行環境改善事業と併せて実施できるものと  

（5）略  （5）事業の実施手続   

① 市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっ  
ては、実施保育所等について都道府県知事に十分協議すること。   

② この実施要綱の要件に適合する認可外保育施設等である旨の必要  
な書類を整備しておくこと。  

（6）略  
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 国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす   

① 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業  
② 指定都市及び中核市が実施する事業  

（7）補助金の返還   
1
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4 保育所分園推進事業  
（1）事業の目的  

希望するすべての人が安心して子どもを保育所に預け、働くことが  
できるようにするため、待機児童の解消が喫緊の課題となっている。  

こうした課題に対応するため、定員規模が30人未満である保育所  
分園を設置する保育所に対して、運営に係る特別な経費を助成するこ  
とにより、保育所分園等の設置促進を図り、もって待機児童の解消を  
図ることを目的とする。   

（2）略   

（3）実施要件  

本事業の対象となる保育所は、平成10年4月9日児発第302号   
通知「保育所分園の設置運営について」に基づく保育所分園とする。  

4 保育所分園推進事業  
（1）事業の目的  

希望するすべての人が安心して子どもを保育所に預け、働くことが  
できるようにするため  待機児童の解消が喫緊の課題となっている。  
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 保育所や保育所以外の利便性の高い場所で一時保育  る
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する施設に  戒ヲ＝首  

等の設置促進を図   もって待機児童の解消  
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実
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実
 
 

市町村又は保育所を経営する者とする。  

本事業の対象となる保育所は、次に掲げるものとする。  
ア 平成10年4月9日児発第302号通知 「保育所分園の設置運  
「削こついて」に基づく保育所分園  
イ 保育所以外の場所で次の事業を実施する施設  

胞要綱」に基づく  

b潮1「一時・  特定保育等事業実施要綱」に基づく   



（4）事業の実施手続   

① 市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっ  
ては、実施保育所について都道府県知事に十分協議すること。   

② この実施要綱の要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整  
備しておくこと。  

（5）費用  
国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす   

る。   
① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助  

する事業   
② 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業  

（4）略  

（5）略  

5 保育所体験特別事業  
（1）事業の目的  

ベビーホテル等の認可外保  

5 （略）  
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市町村又は保育所を経営する者とする。  ま
 
 

本事業の対象となる者は、普段認可保育所を利用していない親子を   
対象とするものとする。  

（4）実施要件   

① 対象者が利用しやすい日（土日祝日も可）を選定して月1回以上  
実施すること。   

② 児童の発達状況の観察や保護者からの聞き取り等により、対象と  
なる親子の抱える悩みや問題点を的確に把握するとともに、指導の  
ための計画を策定の上、必要な支援を行うこと。  
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⑤ 本事業は、認可保育所を利用していない親子を対象とするもので   
あり、特にベビーホテルを利用している親子や引きこもり親子等が  

積極的に働きかけること  本事業に参加しやすいよう  
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（6）事業の実施手続   
（∋ 市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっ  

は、実施保育所について都道府県知事に十分協議すること  
、
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② この実施要綱の要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整  

備しておくこと。  
（7）費用  

国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす  

●、  

① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助   
する事業  

② 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業  

6 認可外保育施設の衛生・安全対策事業  
（1）事業の目的  

認可外保育施  職
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体
 
 

を図ることを目的と   

は、市町村とする。  
施
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象
 
 

実
実
対
 
 本事業の対象となる者は、認可外保育施設に勤務する保育士及び調   

理担当職員とする。  
（4）実施要件   

① 感染症罷患の有無を発見するため、市町村が受診の必要を認める  
検査項目について健康診断を行うこと。   

② 感染症等に係る健診については、既存の健診制度を活用するなど  
して柔軟に実施すること。  

（5）事業の実施手続   

① 市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっ  
ては、実施保育所について都道府県知事に十分協議すること。   

② この実施要綱の要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整  
備しておくこと。  

（6）費用  

国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす   
る。   
① 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業   
② 指定都市及び中核市が実施する事業   

ム
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（別添旦）  

保育環境改善等事業実施要綱   

1 事業の目的   
駅前等の利便性の高い場所にある既存の建物を活用して、保育所や保   

育所分園等を設 置するなど保育を実施する施設の設置を促進し、もっ   
て児童の福祉の向上を図ることを 目的とする。  

2 実施主体   
実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は保育所を経営   

する者とする。   

3 対象事業   
本事業の対象となる事業は、次に掲げる「基本改善事業」及び「環境   

改善事業」とする。  
（1）基本改善事業  

既存の施設の改修等により事業実施施設を新たに設置する事業で、   
次に掲げるものとする。   
① 保育サービス提供施設設置促進事業  

保育の需要が高い地域において、保育所、保育所分囲等を実施す  
る施設を設置するため、既存施設の改修等を行う事業。  

（別添6）  

保育環境改善等事業実施要綱  

1（略）  

2（略）  

3 対象事業   
本事業の対象となる事業は、次に掲げる「基本改善事業」及び「環境   

改善事業」とする。  
（1）基本改善事業  
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③ 病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）環境改善事業   「 
本通知の別添」病児・病後児保育事業実施要綱」の3の（3）  百事業実」の3の（3）  

良育事業調不良児対応型）」  
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徽
 
病
 
 

本通知の別添3「  
目
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という。）の実施に必要な保育所の  の実施に必要な保育所の改修等を行う事業。  
（2）環境改善事業  

利用者へのサービスの向上等のため、既存の事業実施施設の改修等   
を行う事業で、次に掲げるものとする。   
① 保育所障害児受入促進事業  

既存の保育所又は保育所分園において、障害児を受け入れるため  
に必要な改修等を行う事業。   

② 分園推進事業  
保育所分園の設置を推進するために必要な設備の整備等を行う事  

業。   
③ 病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）推進事業  

病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必  
要な設備の整備等を行う事業。  
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や老朽化に伴う改修・修繕は、本事業の対象としな  

の実施については、保育所障害児受入促進事業を除き、1施  

ノー毒  
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